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関 係

法 律

法 ..6... "Tl 

0学 校教 育法の一部 を改正する 法律（70 )
0一般 職の職員の給与に 関する 法律等の一部 を

改正する 法律（7 4 )

（；？？） 
6 . 1 

6 .  4 

報 第 156号

o国 立学 校設置法の一部 を改正する 法律（8 1)
0文部 省設置法の一部 を改正する 法律（8 2 )
0国 家公務 員災害補 償法等の一部 を改正する 法

律（83 )
0児童手当法等の一部 を改正する 法律（89 )

o恩給法等の一部を改正する 法律（93 )
。昭和 4 2年 度以後に おける 国 家公務 員共済 組合

等からの年 金 の額の改定に 関する 法律等の一
部 を改正する 法律（9 4 )

。恩給法等の一部 を改正する 法律等の一部 を改
正する 法律（ 100 )

政 令
0教 育公務 員特例法施行令等の一部 を改正する

政令（ 1S9 )
0文部 省設置法の一部 を改正する 法律の施行期

日を定める 政令（ 207 )

0文部 省組織令の一部 を改正する 政令（ 208 )
o国 家公務 員共済 組合 法施行令の一部 を改正す

る 政令（ 222 )
。恩給給与規則の一部 を改正する 政令（ 226 )

省 令
0国 立学 校設置法施行規則の一部 を改正する 省令

（文部 2 1)
o国 立大学 の大学 附置の研究所 の研究部門 に 関

する 省令の一部 を改正する 省令（ 同2 2 )
0学 位規則の一部 を改正する 省令（ 同25 )
0文部 省設置法施行規則の一部 を改正する 省令

（ 同26 )
0文部 省定員規則の一部 を改正する 省令（ 同27 )
0大学 院設置基準（ 同28 )
0学 位規則の一部 を改正する 省令（ 同29 )
。学 校保健 法施行規則の一部 を改正する 省令

（ 同30 )
o大学 の設置認可の申請の手続等に 関する 規則

の一部 を改正する 省令（ 同3 2 )
o国 立大学 の学科及び 課程並 び に 講座及び学科
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6. 25 
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6. 7 
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6 . 14 
6 .  14 
6. 20 
6 .  20 

6 .  20 

6 .  22  

目に 関する 省令の一部 を改正する 省令（ 同3 4 ) 6 . 22 
0国 家公務 員共済 組合 法施行規則の一部 を改正

する 省令（ 大蔵39 ) 6 . 25 
規 則

1-

0初任給， 昇格， 昇給等の基準の一部 を改正す
る 規則（ 人事 院9 - 8 )  

0教 職調整額の支給方法等の一部 を改正する 規
則（ 同9 -57 )  

o最高号 俸を超える 俸給月 額を受ける 職員の俸
給月 額等に 関する 規則（ 同9 -65 )  

6 .  4 

6 .  4 

6 .  4 
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。管理職員等の範囲の一部を改正 する 規則（同 7 )  7 9 
17 - 0) 6 . 20 0俸給の特別 調整 額の一部を改正 する 規則1J （同

0職員の災害補 償の一部を改正 する 規則（ 同16 9 - 1 7 ) 7 . 15 
- 0 ) 6 26 告 示

0俸給表の適用 範囲の一 部を改正 する 規則（ 同 0旅券法施行規則第 l 条第 2 項の規定 に基つ弓，
9 - 2 )  7 .  2 渡航費用 の支払能 力 を立証する 書類並 ぴに波

0俸給の特別 調受領の一部を改正 する規則（ 同 航先及び 渡航目 的によって特 に必要 とされる
9 -17 ) 7 .  2 書類の種類を定 める 告示の一部を改正 する f牛

0俸給等の支給の一部を改正 する 規則（同 9 ー （ 外務 146 )

学 内 規 則

富山大学学則の一部改正

富山大学学 則の一部を改正 する 学 則を次のとおり制定 する 。
昭和 49年 6 月 28 日

富山大学学則の一部を改正する学則

富山大学学 則（昭和 25年 1 月 20日 制定 ） の一部を次のように改正 する 。
第 43 条の次に次のl条を加える 。

第43条の2 附置研究所 に所長 をおく。
2 所長 は，学長 の命を受け研究所 に関する 事 項を掌る 。
第 47 条第 l 項中「および教 養部Jをに教 養部および 附置研究所 」に改める 。

7 . 31 

富山大学長 林 勝次

第68 条第 1 項中「または教 養部Jをに教 養部または附置研究所 」に改め， 「所定 の授業科 目に関連 したJを
削る 。

第18 章を第 19 章に， 第 17 章を第 四章に改め， 第 16 章の次に次のl章を加える 。
第17章 附置研究所

第76条の2 本学に次の附置研究所 をおく。
和 漢薬研究所

2 和漢薬研究所 に関する 規則は，男IJ に定 める 。
第78 条第 1 項中「，教 育施設および研究 施設」を「および教 育研究 施設」に改め， 「附属和 漢薬研究 施設Jを
削り， 同 条第 2 項中「研究 施設」を「教 育研究 施設Jに改める 。

附 則

この学 則は，昭和 49年 6 月 28 日 から施行し， 昭和 49年 6 月 7 日 から適用 する 。

富山大学和漢薬研究所規則の制定

富山大学 和漢薬研究所 規則ぞ次のとおり制定 する 。
昭和 49年 6 月 28 日

富山大学和漢薬研究所規則

（目 的）

富山大学 長 林 勝次

第1条 富山大学和 漢薬研究所 （ 以下「研究所 」という。 ） は，和 漢薬 に関する 学 理及びその応用 の研究 を行う
ことを目的とする 。

（研究 部門 ）
第2条 研究所 に， 次の研究 部門 を置く。

資源 開 発
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昭和49年 6 ・ 月 7 月 号

生 物試験

臨床利用
病態 生 化学
化 学応 用

（研究所長 ）
第3条 研究所 に， 所長 を置く。

2 所長 は， 所務 を掌理する 。
（教授会 ）

学

第4条 研究所 の重要 な事 項を審議 する ため， 教授会 を置く。
2 教授会 に関する 規則は， �lj に定 める 。

（補 則）
第5条 この規則に定 める もののほか， 必要 な事 項は別に定 める 。

附 員IJ

報

1 この規則は， 昭和49年 6 月 28 日 から施行し， 昭和49年 6 月 7 日 から適用 する 。
2 富山大学薬 学部附属和 漢薬研究 施設 規則1J （ 昭和4 0年 5月21 日制定 ） は， 廃止する 。

富山大学和漢薬研究所教授会規則の制定

富山大 学和 漢薬研究所教授会 規則を次のとおり制定 する 。
昭和49年 6 月 28 日

富山大学和漢薬研究所教授会規則

（趣 旨）

第 156号

富山大 学長 林 勝次

第1条 この規則は， 富山大 学学則第47 条の規定 に基づき， 富山大 学和 漢薬研究所 （ 以下「研究所 jという。 ）
に置く教授会 の組織， 所 掌事 項及び 運営等について定 める 。
（組 織）

第2条 教授会 は， 次の職員で組織する 。
(1）所 長
(2）教 授
(3）助教 授
(4）専 任講師

（所 掌事 項）
第3条 教授会 は， 次に掲げる 事 項を審議 する 。

(1）研究 部門並び に研究 に関する 施設の設置廃止に関する 事 項
(2) 諸規則の制定 及び 改廃に関する 事 項
(3) 教官 の人事 に関する 事 項
(4）予算に関する 事 項
(5) その他研究及び 運営に関する 重要事 項

2 前 項第 3 号 の審議 は， 所長 及び教授 をもって構成 する 教授会 において行う。
（議 長）

第4条 教授会 は， 所長 が招集し， 議長 となる 。
2 所 長 に事故ある ときは， あらかじめ所長 の指名する 者 が議長 の職務 を行う。

（定 足数）
第5条 教授会 は， 構成 員の3分の 2 以上の出席がなければ会議 を聞くことができない。

（議 決）

第B条 教授会 の議 決は， 出席者 の過半 数をもって 決し， 可否同 数のときは，議 長の決する ところによる 。
2 教官 の人事 については， 出席者 の3分の 2 以上の同 意を必要 とする 。

-3-
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（ 構成 員 以外の出席 ）
第7条 所長が必要と認めたときは， 構成 員以外の者 を教授会 に 出席 させ る ことができる 。

（ 幹 事）
第8条 教授会 に 幹事 を置き，事務 長がこれに あたる 。
2 幹事は，議長 の指示に より庶 務 を処理する 。

（ 補 �lj)
第9条 この規則に 定 める もののほか， 教授会 の議事及び運営に 関し必要な事項は， 教授会 が定 める 。

附 則

この規則は， 昭和49年 6 月 28 日 から施行し， 昭和 49年 6 月 7 日 から適用 する 。

富山大学和漢薬研究所長選考規則の制定

富山大 学和漢薬研究 所長選 考規則を次のとおり制定 する 。
昭 和4 9年 6 月 28 日

第156号

富山大 学長 林 勝次
富山大学和漢薬研究所長選考規則

（ 趣 旨）
第1条 この規則は，教 育公務員 特 例法第 4 条の規定 に より行う富山大 学和 漢薬研究 所長 （以下「所長 jという。）

候 補者 の選 考に 関し， 必要な事 項を定 める 。
（選 考｝

第2条 所長候 補者 の選 考は，和 漢薬研究 所の教授及び教授予定者 のうちから， 学長 がこの規則に より行う。
（選 考の時期）

第3条 所長候 補者 の選 考は， 次の各号 のーに 該当する場合に 行う。
( 1) 所長 の任期 が満了する とき
(2 ) 所長 が辞任 を申し出たとき
(3）所長 が欠員 となったとき

2 前 項第 l号 に 該当する 場合の選 考は， 任期 満了の30 日 以前 までに ， 同 項第 2 号 又は第 3号 に 該当する 場合の
選 考は， すみやかに これを行わなければならない

（ 選 挙）

第4条 和 漢薬研究 所教授会 （ 以下「教授会 」という。 ） は， 所長候 補者 を選 考する ため選 挙を行う。
2 選 挙有資格者 は， 和 漢薬研究 所の教授 ， 助教授及び専 任 講師 とする 。

（ 当選者）
第5条 選 挙は， 単記無記 名投票により行い， 有資格者 の3 分の2 以上の投票がなければならない。
2 選 挙の結果， 有効投票の過半 数の得票者 を当選者 とする 。
3 前 項に よる 当選者 がないときは， 高点者 2 名（ 末位の同 点者 はこれに加える 。 ） について さらに投票を行い

得票数の多い者 を当選者 とする 。 なお， 得票数が同 数である ときは，教授会 が定 めた者 を当選者 とする 。
（ 候 補者 の推薦）

第S条 所長は，選 挙の結果に 基っーき，教授会 の議 を経て 所長候補者 を学長 に 推薦する ものとする 。
（任 期 ）

第7条 所長 の任期 は2 年 とし， 再任 を妨げない。
（ 補 則）

第B条 この規則の施行に 関し必要な事 項は，教授会 の議 を経て所長が定 める 。
附 買lj

この規則は，昭 和49年 6 月 28 日 から施行し， 昭和49年 6 月 7 日 から適用 する 。

富山大学和漢薬研究所の設置に伴う関係規則の整理に関する規則の制定

富山大 学和 漢薬研究 所の設置に 伴う関係規則の繋理に 関する 規則を次のとおり制定 する 。
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昭和49年 6 月 2 8日

富山大 学長 林 勝次
富山大学和漢薬研究所の設置に伴う関係規則の整理に関する規則

（ 富山大 学評議会 規則の一部 改正 ）
第1条 富山大 学評議会 規則（ 昭和2 8年 5 月 2 8日 制定 ） の一部 を次のように改正する 。

第 2 条中第 5 号 を第 6 号 とし， 第 4 号 を第 5 号 とし， 第 3 号 の次に 次のl号を加える 。
(4 ) 附置研究所 の長

（ 富山大 学学部図 書委員 会 規則の一部 改正）
第2条 富山大 学学部図書委員 会 規則（ 昭和24年 8月 19 日 制定 ） の一部 を次のように 改正 する 。

題 名を次のように 改める 。
富山大 学学部 等図 書委員 会 規則

第 2 条中「学部 」を「各学部 ， 教養部 または附置研究所 」に 改める 。
富山大 学学部図書委員 会 規則の一部 を改正 する 規則（ 昭 和42年 5 月 19 日制定 ） の附則第 2 項及ぴ第 3 項を削

る 。

（ 富山大 学施設 整 備委員 会 規則の一部 改正）
第 3 条 富山大 学施設 整 備委 員 会 規則（ 昭 和45年 2 月 16 日 制定 ） の一部 を次のように 改正 する 。

第 3 条第 1 項第 8号 中「および教養部 教授 」を「， 教養部 および附置研究所 の教授 」に 改め， 同号 を同条同
頁第 9 号 とし， 同項第 3 号 から第 7号 までを順次1号 ずつ繰り下げ， 第 2 号 の次に 次の1号 を加える。

(3 ) 附置研究所 の長
第 3 条第 2 項中「第 8号 Jを「第 9 号 」に ， 「または教養部 長」をに教 養部長 または附置研 究所 の長Jに

改める の

第 4 条中「第 8号 」を「第 9 号 」に 改める 。

（ 富山大 学公務 員 宿舎委 員 会 規則の一部 改正）
第4条 富山大 学公務員 宿舎委 員 会 規則（ 昭和3 8年 1 1 月 1 日 制定 ） の一部 を次のように改正 する 。

第 3 条第 l項第 4 号 を次のように 改める 。
(4 ) 各学部 ， 教養部 および附置研究所 の教職員 のうちから当該学部 等の長 が推せんした者 各1名

（ 富山大 学レクリェーシ ョ ン委員 会 規則の一部 改正）
第5条 富山大 学レク リ ェーシ ョ ン委員 会 規則（ 昭和3 8年1 1 月 1 日 制定 ） の一部 を次のように改正 する 。

第 3 条第 8号を第 9 号 とし， 第 6 号 及び第 7号 をl号 ずつ繰り下げ， 第 5 号 の次に 次の1 号 を加えゐ。
(6 ) 附置研究所 の長 がすいせんした者 2 名
第 4 条中「第 8号 jを「第 9 号 jに 改める 。

（ 富山大 学教員 （ 教授 ・助教授 ・ 講師 ） 選 考 基 準の一部 改正 ）
第B条 富山大 学教員 （ 教授 ・ 助教授 ・ 講師 ） 選考 基 準（ 昭和29年 5 月 2 8日制定 ） の一部 を次のように改正 する 。

第 3 条中「または教養部長 の他教授会 」をに教養部長 または附置研究所 の長 および当該教授 会 Jに改める 。
第 6 条中「または教養部長 」を「， 教養部長 または附置研究所 の長Jに 改める 。

（ 富山大 学名誉教授 称号授 与規則の一部 改正）
第7条 富山大 学名誉教授 称号授 与規則（ 昭和33年 4 月 25 日 制定 ） の一部 を次のように 改正する 。

第 3 条第 l頃中「または教養部長 」を「， 教養部長 または附置研究所 の長 Jに 改める 。
（ 富山大 学健康安全管理組織規則の一部 改正 ）

第8条 富山大 学健康安全管理組織規則（ 昭和35年 2 月 26 日 制定 ） の一部 を次のように 改正 する。

噺稿欄様
相押悶

己申
伽州明叫閉山明脱聞

紙
側鎖

｜魁盛似剣伽闘記引綿｜働総似

｜ 組側日怠当州出制｜川端然立岩ト崎将｜I � ·r-..r，附よ， ＂°長京将 ｜ 

製盛岡何榊 ｜ 蹴削

指伸献酬｜命治制
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改める。
（富山大学事務組織規則の一部改正）

第g条 富山大学事務組織規則（昭和39年 1月 1日制定）の一部を次のように改正する。

第3 条第l項中「および附属図書館」をに附置研究所および附属図書館」に改め， 同条第2項中「研究施

設，附属学校jを「学校，教育研究施設」に改める。

第12条第 1号中「学部事務Jを「事務」改め，同条第4 号中「学部規程等」を「規則等」に改める。

第 5章を第6章に，第4章を第5 章に改め，第3章の次に次のl章を加える。

第4章 附置研究所

第12条の2 附置研究所の事務部は，前条第1号から第17号までの事務，その他附置研究所に 関する事務をつか

さどる。

第13条中「前条第 1号から第16号まで（ただし， 第10号，第14号および第15号を除く。）Jを「第12条第1号

から第17号まで（ただし， 第16号を除く。）」に改める。

（富山大学文書処理規則の一部改正）

第10条 富山大学文書処理規則（昭和 2 4年1 2 月 2 日制定）の一部を次のように改正する。

別表中I富大養学第 号 教養部学務係所管のもの」の次に

「富大研府、第 号 和漢薬研究所庶務係所管のもの
を力日える。

富大研会第 号 和漢薬研究所会計係所管のもの」
v 

（富山大学文書決裁規則の一部改正）

第11条 富山大学文書決裁規則（昭和48年12月21 日制定）の一部を次のように改正する。

別表第lの名義者の欄中

寸.u ιー 部 長点寸主ゐー 音E 長
教 養 部 長 ｜

に改める。教 養 部長 を
附置研究所の長

附属図書館長
附 属 図 書 館長

別表第2中（学部，教養部，附属図書館関係）の項を次のように改める。

（学部，教養部，附置研究所，附属図書館関係）

1 職員（附属学校教員，係長以下の職員及ぴ事務系教室勤務職員を除く。）の有給 ｜ 学

休暇等の承認

2 附属学校教員の有給休暇等の承認 戸主ん寸ー

長
長
長
長

長

E’
m
館

校

立口
市ヴ
註吾

部

九
店

学

養
一
酎一
肌

属

学
教
附
附

附

長

長

� 6一



報学 第 1 56 号

5 

長務長
長

長

学

学
学

，，＿，，与寸a

長長
長務長

長

長

学

学

,ll4 寸4

係長 以下の職員 及び事 務系教 室勤務職員 の有給休 暇等の承認
職員 （ 附属学校教 員 ， 係長 以下の職員 及び事 務系教 室勤務職員 を除く。） の産後

休 に 関する こと
附属学校教 員 の産後休 に 関する こと
係長 以下の職員 及び事 務系教 室勤務職員 の産後休 に 関する こと

非常勤職員 の無 給休 暇の承認
教員 の勤務時聞の割振りの承認

教員 の研修 （学部長 ， 教 養部長 及び附置研 究所 の長並 びに 引き続き一カ月 以上

に わたる 場合及び海外研修 を除く。） の承認

昭和49年 6 月 ・7 月号

3 
4 

6 
7 
8 

9 

長学休 日 勤務， 夜間勤務の命令教員 の超過勤務，1 0  

長長学
学

事 務職員 の超過勤務， 休 日 勤務， 夜間勤務の命令
宿日 直の命令

1 1  

学 部 長
教 養 部 長

附置研 究所 の長
附属図 書 館長
学 部

事 務

学 部 長
教 養 部 長

附置研 究所 の長
附 属図 書 館長
学

長

職員 の各種証明の発行手続き

12 

13 

事

学 部 長
教 養 部 長

附置研究所 の長
附 属 学 校長

事 務
事

学 部 長
教 養 部 長

附置研 究所 の長
学 部 長

教 養 部 長
附置研 究所 の長
学 部 長

教 養 部 長
附置研 究所 の長
附 属 学 校長

事 務
事 務 長

附 属学校長
事 務 長

長予防接種の計画及び実 施職員 の健康診断 ，14 

長長
長
長

学
学

教
学

学生の卒業（ 見込み） 及び修 了 （ 見込み） 証明書 の交付
学生の学業成 績証明書及び単位修 得証明書 の交付

1 5  
長部

養 部
16 

学 部 長
教 養 部 長

学 部 長
教 養部長

附置研 究所 の長
務

長学生の在学証明書 の交付1 7  

長学専攻生， 聴講生， 研 究生の入学許可書 の交付18 

長事学 部 長
教 養 部 長

附置研 究所 の長
学 部 長

教 養 部 長
附置研 究所 の長

研 究生の入学許可の報告専攻生， 聴講生，19 

長務事研 究生の身分及び在学証明書 の交付専攻生a 聴講生，2 0  

長
長

部
養 部

学
教

長学予防接種の計画及ぴ実 施学生の健康診断 ，21 

に改める。
」

長部
養 部

附置研 究所 の長
長

»4 寸ー

教
附置研 究所 の長

」 ｜附 属図 書 館長
（ 富山大 学公印管理規則の一部 改正 ）

第12条 富山大 学公印管理規則（昭和48年 3 月 13 日 制定 ） の一部 を次のように改正 する 。
第 2 条第 4 項中 「附属図 書 館長 」を「附置研 究所 の長 ， 附属図書 館長 」に改める 。
別表第 1 中教 養部 の項の次に

部
部

養

長
長音E

部
養

別表第 3 の受任者部 局の欄中
「｜学

教
を

学 部
教 養 部 長

附 属図 書 館長

長

を加える。

7 

庶務 係長事 務長28 富山大 学和 漢薬研 究所 の印和 漢薬研 究所
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別表第 2 の薬学部 の項中

｜ 富目薬学部 附 時薬 問設長 1 I の印 23 II 

り．同 表教養部 の項の次に

和 漢薬 研 究 所 ｜｜ 富山大学 和漢薬研究所長 の印
富山大学 和漢薬研究所 事務長 の印

える 。

（富山大学 固有財産取扱規則の一部 改正 ）

30 事務 長
20 II 

II 

庶 務
1
係長 ｜

第13条 富山大学 固有財産取扱規則（昭 和33年 3 月 7 日 制定 ） の一部 を次のように改正する 。
第 2 条第 1項中「および附属図 書館 」をに附 置研究 所および附属図書館 Jに改める 。

第 156号

を削

を加

別表の薬学部 の項の監守区域の欄中「和漢薬研究 施設．」を削り， 「および附 帯工作物」をに質量分析装
置室および附 帯工作物jに改め， 同 表中教養部 の項の次に

土地 および立木竹
事務 長またはこれ 係長 またはこれに

手口 漢 薬
に準ずる もの 準 ずる もの

石庁 勾九々、, 所 主任教授 もしくは 担当教官 もしくは
和漢薬研究所 棟および附帯工作物 事

に
務

準
長

ず
またはこれ 係長 またはこれに
る もの 準 ずる もの

を加え

る 。

（富山大学 受託研究 取扱規則の一部 改正 ）
第14条 富山大学 受託研究 取扱規則1J （昭 和45年 8 月 7 日制定 ）の一部 を次のように改正 する 。

第 2 条第 1項中「および経営短期大学部 Jを「， 和漢薬研究所 および経営短期 大学部 」に改める 。
（富山大学 附属図書館商議会 規則の一部 改正 ）

第15条 富山大学 附属図書館商議会 規則（昭 和24年 8 月 19 日 制定 ） の一部 を次のように改正する 。
第 3 条第 1項第 3 号 中「および教養部図書委員 会 」をに教養部 および附 置研究所 図書委 員会 Jに改める 。

（富山大学計算センター運営委員 会 規則の一部 改正 ）
第16条 富山大学計算センター運営委員 会 規則J （昭 和40年 3 月 15 日制定 ）の一部 を次のように改正 する。

第 3 条第 l項第 3 号 を次のように改める 。
(3 ）附 置研究所 および経営短期大学部 教官 各1名
第 3 条第 2 項中「及び経営短期大学部 」を「， 附 置研究所 及び経営短期大学部 」に改める 。

（富山大学 放射性同 位元素委員 会規則の一部 改正 ）
第17条 富山大学 放射性同 位元素委 員 会 規則（昭 和40年 1月 1日制定 ）の一部 を次のように改正 する 。

第 3 条第 l項第 4 号 を第 5 号 とし， 第 3 号 を第 4 号 とし， 第 2号 の次に次のl号 を加える 。
(3 ) 附 置研究 所から選 出された教授 または助教授 1名
第 3 条第 2 項を次のように改める 。

2 前 項第 2号 および第 3 号 の委員 は． 当該学部長 ， 教養部長 または附 置研究所 の長の推せ んに基づき， 学長
が任命する 。

（富山大学 放射性同 位元素総合実験室運営規則の一部 改正）
第18条 富山大 学放射性同 位元素総合実験室運営規則（昭 和40年 4 月 2 2日制定 ） の一部 を次のように改正 する 。

第 5 条第 2 項第 2号 中「および教養部 」を「， 教養部 および和漢薬研究所 」に改める 。
（富山大学 液体窒素製造装置室運営委 員 会 規則の一部 改正 ）

第19条 富山大学 液体窒素製造装置室運営委員 会 規則（昭 和 44年 10 月 20 日 制定 ） の一部 を次のように改正する 。
第 3 条第 1項第3 号 を第 4 号 とし， 第 2号 の次に次の 1号 を加える 。

- 8ー
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(3 ) 附 置研究所 の教官 l 名

第 3 条第 2 項を次のように改める 。
2 前 項第 2 号 および第 3 号 の委員 は， 各学部長 ， 教養部長 または附 置研究所 の長 の推せんに基づき， 学 長が

任 命する 。
（富山大学電気工作物保安規則の一部 改正 ）

第20条 富山大学電気工作物保安規則（昭 和41年 3 月1 5日 制定 ） の一部 を次のように改正 する 。

別表第 l中

教

教

附

附

（教 養
養

音 ）
部 一「！ � －ー－→1 事務 長 （補 助者 ）

（図 書 館 長）
寸

養 部 ！ ｜ 事務 長 （補助者〕（教 養 部 長）

置 石汗 究 所 ; --f 事務 長 （補 助者 ）（附置研究所の長）

属 図 書 館 ｜ 事務 長 （補 助者 ） ｜（図 書 館 長）

0草山大学 廃水処理室運営委員 会 規則の一部 改正 ）

を

に改める 。

第21条 富山大学 廃水処理室運営委員 会 規則（昭 和48年 6月2 5日 制定 ） の一部 を次のように改正 する 。
第 3 条第 l項第 3 号 を第 4 号 とし， 第 2 号 の次に次のl号 を加える 。
(3 ) 附 置研究所 から選 出された教官 l名
第 3 条第 2 項及ぴ第 4 条中 「第 2号 」を「第 2 号 および第 3 号 」に改める 。

（富山大学 質量分 析装置室運営委員 会 規則の一部 改正）
第22条 富山大学 質量分 析装置室運営委員会 規則1J （昭 和48年 6 月2 5日 制定） の一部 を次のように改正 する 。

第 3 条第 l項第 3 号 を第 4 号 とし， 第 2 号 の次に次のl号 を加える 。
(3 ) 附 置研究所 の教官 1 名
第 3 条第 2 項を次のように改める 。

2 前 項第 2 号 および第 3 号 の委員 は， 各学部長 ，教養部長 または附 置研究所 の長 の推せんに基つeき， 学長 が
命ずる o

F付 則
この規則は， 昭 和49年 6 月28 日 から施行し， 昭 和49年 6 月7日 から適用 する 。

富山大学工学部規則の一部改正

富山大学 工学部 規則の一部 を改正 する 規則を次のとおり制定 する 。
昭 和49年 7月23 日

富山大学工学部規則の一部を改正する規則j

富山大学 工学部 規則（昭 和2 5年12 月15日 制定 ） の一部 を次のように改正 する 0
�IJ 表の工業化学科 の表の専攻科目中

「｜ 分 析 化 学 I4 I」を「｜ 分 析 化 学 I2 I」に，

- 9一
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同 表の関連科 目中
「lo工業分析化学実験I 4 I Jを「lo分析 化学実 験I3 I Jに改め

「｜応 用 物 理 学 I 2 I Jを「｜応 用 物 理 学I 4 I Jに改める 。
別表の金 属工学科 の表の関連科 目中

「｜ 分 析 化 学 I4 I」を「｜ 分 析 化 学I 2 I Jに改める 。
別表の化学 工学科 の表を次のように改める 。

化 学 工 学 科

授 業 科 目 単位数 授 業 手ヰ 目 単位数

専 攻科 目 関連科 目
応、 用 数 寸＂＂ー4 第 1 4 工 業 英 語 2 
応 用 数 学 第 2 2 電 気 工 学 概 号＂.，，＿岡 3 
応、 用 物 理 学 4 主ま 気 工 学 概 E命 2 
ヰ身 理 化 学 4 燃 料 工 学 第 2 
キオ 料 力 学 4 t然 料 工 寸且£ー． 第 2 2 
* 力 A寸＂： 4 電 子 工 A十u. 概 ミ面テρ開λ 2 

O化 会ーu「． 工 "f': 幸九 力 学 2 白 動 市11 御 概 圭ロ会町u 2 
0輸 送 現 象 士U会A問 第 1 2 金 属 工 学 概 日三辺間、 1 

0輸 送 現 象 ラロ与町租 第 2 2 
輸 送 現 象 ヲロムnu 第 3 3 

O拡 散 操 イ乍 圭日ゐ間、 第 1 2 
拡 散 操 作 品ロゐ問‘ 第 2 2 

0粉 ｛本 基 礎 工 学 第 1 2 
粉 体 基 礎 工 学 第 2 2 

0機 械 的 操 作 論 第 1 2 
機 械 的 操 作 論 第 2 2 

0反 応、 工 学 第 1 2 
0反 応、 工 学 第 2 2 

計 算 機 応 用 2 
イじ 学 工学 計 算 第 2 
イヒ 学 工 学 計 算 第 2 2 

装 置 材 料 A寸Aゐー 2 
プ ロ セ ス 設 計 第 2 
フ ロ セ ス 設 計 第 2 2 
プ ロ セ ス 帝lj 御 2 
無 機 工 業 化 A寸ゐ- 2 
有 機 工 業 化 A寸4ー． 2 
高 分 ニF 工 業 i� A寸dーみ 2 
応 用 触 媒 f七 学 3 
環 境 化 学 工 学 2 

水 処 理 雪. .,,_ 間 1 
安 全 工 学 概 舌ロムnu 2 
it A寸Lー・ 工 寸，..，ー． 特 モ日主Z間>. 

0化 学 工 学 設 計 製 図 3 
O分 析 化 A寸品＇： 実 験 2 

- 10 -
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0物 E旦 化 学 実 4験
。化 邑一,,_ 工 J一 ・丸·- 実 j験 5 
0化 ’手 工 .�：ん- 愉 ユ百冗士 2 
0卒 業 n云冊左h 文 10 

附 則

1 この 規則は，昭和49年 10 月 1 日 から施行する 。
2 昭和48年度以前 の専門教育課程移行者 に・ついては， なお従前 の例による。

富山大学文理学部規則の一部改正

富山大学 文理 学部 規則の一部 を改正する 規則を次のと必り制定する 。
昭和49年 7 月 23日

富山大学文理学部規則の一部を改正する規則

富山大学文 理 学部 規則（ 昭和 26年 9 月 7 日制定 ） の一部 を次のように改正する。
別表（ 1 ） の理 学科 の物理 学専攻課程の表を次のように改める 。

専 工女 干ヰ 目 関 連 干ヰ 目

0 必修 科 目 56単位 0 必修 科 目
力 ヰ寸ヱ ん- 4 単位 数 学 概 論

カ 学 i寅 習 2 II 0選択科 目
電 .Ji!i 気 学 4 II 次の科 目のうちから選択する
電 磁 気 学 演 習 2 II 化 学 概 さ日 企間. 

物 光 品寸ゐ- 2 II 生 物 学 概 きU』W冒

圭九 カ 統計 カ 学 4 II 1也 寸－＂＇ι- 概 言命
熱力統計 力 学 演習 1 II 数 学 専 攻 科 目

理 量 子 力 学 6 II 化 学 専 攻 科 目
夏 子 力 学 演 習 2 II 生 物 学 専 攻科 目
物 理 数 」十込4 4 If 

物 理 数 学 演 習 2 II 寸旦 aー． 

物 理 実 験 且寸aー－ 2 II 

守物 理 学 実 験 6 II 

特 別 実験 ま た は
専 中寺 別 理 論 考 究 15 II 

O選択科 目 1 2単位
次の 科目のうちから選択する

攻 国 体 苦ロム"' (I) 4 単位
低 ilii 物 理 学 2 II 

豆日 子 力 学 特 論 2 II 

課 キ目 対 事語ι聞 2 II 

核 物 理 学 (I) 2 II 

核 守物 理 Aナ以． (In 2 II 

手呈 連 続 イ本 の 力 す声ふーら 2 II 

x 線 金小土口 岡日田 学 2 II 

国 f本 �A 岡 (Jn 2 II 

- 11 -
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富山大学 長 林 勝次

自由選択科 目

2単位 4 単位
2単位 物理学概論

10単位 専攻選択科 目に
ついて1 2単位以

5 単位 上超過して修 得
5 II した分 および関
5 II 連選択科 目につ

いて1 0 単 位以上
超過して修 拝し
た分 については，

自由選択科 目と
して計算できる 。
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電 i皮 物 理 寸Aふんー 4 II 

電 子 工 学 概 論 2 II 

物 理 学 特 別 講義 若 干
計 68 単位

Aロ． 計 8 4単位・

附 則

1 この規則は， 昭和49年 10 月1 日 から施行する 。

計 12単位

2 昭和48年度 以前 の専門教 育課程移行者 に ついては， なお従前 の例に よる 。

富山大学学則の一部改正

富山大学学 則の一部 を改正する 学 則を次のとおり制定する 。
昭和49年 7 月 23 日

富山大学学則の一部を改正する学則

富山大学学 則（昭 和 2 5年 1 月20 日制定 ） の一部 を次のように 改正する 。
第1 2条の次に 次の1 条を加える 。

富山大学 長 林 勝次

第12条の2 学 長は， 教 育上有益と認める ときは， 他の大学 または外国の大 学との協議 に基づき， 学 生に 休学 き
せることなく当該大学 の授 業科 目を履修 させ る ことができる 。

2 前項の規定 に より， 学 生が他の大学 または外国の大学に おいて修 得した単位は，30単位を限度 として， 各学

部 または教 養部 の定 める ところに より， 課程修 了に 要 する 修 得単位として認定 する ことができる 。
第5章の章名中「休ー学 」を「休学 ， 留学 jに 改める 。
第28 条の次に 次の1条を加える 。

第28条の2 第1 2条の 2第1 項の規定に基づき， 外国の大学 に留学 して単位を修 得しようとする ときは， その事
由を具し， 学部 長または教 養部 長を 経て， 学 長の許可を受けなければならない。

2 他の大学 に おいて単位を修得しようとする ときは， 前 項の規定を 準用 する 。
第13 章の章名中「および 外国人学 生jを「， 外国 人学 生および特別 聴 講学 生」に 改める 。
第7 0条の次に 次の1 条を加える 。

第70条の2 他の大学 または外国の大学 の学 生で本学所定 の授 業科 目を履修 しようとする 者 がある ときは， 学 長
は， 当該他大学 または外国の大学 との協議 に 基づき， 教授会 の議 を 経て特別 聴講学 生として入学 を許可する こ
とができる。

2 特別 聴講学 生の入学 許可は， 学期 の始めとする 。 ただし， 特別 の事 情がある 場合 は， この限りでない。
3 特別 聴議学 生に対 しては， 1 単位毎に 授 業料1 ,2 0 0円を徴収する 。 ただし， 国立大学 に 在学 中の者に ついて

は，徴収しない。
4 特別 聴 講学 生に 対 する検定料および入学 料は， 徴収しない。
5 第1項 の実 胞に 関し必要 なことは， 各学部 または教 養部 に おいて定める 。

附 則

この学 則は， 昭 和49年 7 月2 3日から施行し，昭和49年 7 月1 日から適用 する 。

諸
第4回評議会（ 6 月 28 日）
C報告事項〉

..0、':z4 

(1 ) 国立大学 長会議に ついて

議 (2) 国 大協第 5 4回総会 に ついて
(3) 国 大 協第 4常置委員 会 に ついて

(4 ) 昭 和5 0年度 富山大学大学 院薬学研究科 （修 士課程）
及び 工学研究科 （修 士 課程 ） 学 生募集要 項に ついて

(5） 学 生の懲戒処分（解除） に ついて

-12-
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第5回評議会（ 7 月 23 日）
ζ審議事項〉

富山大学学 則の一部 を改正 する 学員lj （案） について

富山大学文 理学部 規則の一部 を改正 する 規則（案）

く審議事項〉

( 1 ) 
富山大学学 則の一部 を改正 する 学 目I] （案） について

富山大学 和 漢薬研究所 規則の制定（案） について
富山大学 和 漢薬研究所教授 会規則の制定（案） につ

）
 
可E4（

 
(2 ) 

について
( 2 ) 

いて
(3 ) 

富山大学 工学部 規則の一部 を改正 する 規則（案） に

昭 和49年度特別昇給定数（教 官） の配分 について

(5 ) 昭 和50年度 富山大 学入学 者選抜方法等並び に学力検
査実 施教科 ・ 科 目について

臨時評議会（ 7 月 初日）
ζ審議事項〉

ついて
(3 ) 

(4) 

(1) 国立医学教 育機開設置について
第2回臨時評議会（ 7 月 3 1日）

ζ審議事項コ

( 1 ) 国立医学教 育機開設置について

富山大 学和 漢薬研究所 長選考規則の制定 （案） につ

富山大学 和 漢薬研究所 の設置に伴う関係規則の整理
に関する 規則の制定 （案） について

教 官人事 について

昭 和49年 度当初予算配分（案） について
昭 和5 0年度概算要 求について
学 生の処分 について

学 生の懲戒（解除） について

昭 和5 0年 度 入 学試験問 題 作成主任委員 について
その他
・単位の互換制度 の実 施について

いて
(4) 

(6 ) 
）

）

）

1
 

弓t

O6

n3

HH

（

（

（

（
 

(12) 

(5) 

）
 
－

 
l

 
（

 

動異事人

者令発発令年 月 日H悼合内動異名氏耳哉r."-局現

富山大学長1 6. 49. 技能補佐員 （工学部 ） に採用す る1T 良尾中

富山大 学長3 6. 49 . 事務補佐員（文理学部）に採用する子月月石平

文部大臣7 6 .  49 . 和 漢薬研究所事務 長に配置換する治盛井土庶務部庶務課課長補佐

、厚 11 II 庶務部庶務課課長補佐に昇任させる逸成崎
" 

11 

" 

肋 11 " " " 雄正崎士
口

11 

11 11 11 II 奨メ入口日

11 II II II 松島中

II " // 11 司裕謹j度

II II 和 漢薬研究所長事務 取扱を命ずる次勝中本
一
長一
手
設

問

一

一

蹴

鞠

y一

一

関

駒

」

一

駒

醐

一

一

鮒

群

一
学一
助
鮮

II 和 漢薬研究所 に配 置換する± 口彦i甫大

II II II 司欣回塚

II 

II 

11 

11 

11 

11 

" 
雄

夫

’恒

手口

I皮

辺

難

j度
授

II 11 II 雄又岡金

富山大学 長7 6 49 . 和 漢薬研究所 に配 置換する教j青野｛左

II 

日月

II ” " 文ヲL

義

岡

藤

寺

後 " 
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（技音 量百E豊補重佐量 貝幸） 吐仁3ヲ 森 志 郎 辞職を承認する 49. 6 .  7 富山大学長

吉 森 志 郎 文用 部
す

技
る

官 （ 和漢薬研究 所自 動車運転手 ） に 採 II II 

文 音日 技 官
部） 堀 春 男 和漢薬研究 所に配置換する II II 

（薬 寸品ι-
II 

橋 本 竹二郎 II II 
（薬 学 部 附 属薬 草園）

II II 

教育 学 部附属 学 校係長 蔵 北 博 和漢薬 研究所会計係長 II II II 

経理部経理課用度係長 高 木 行 目lj 経 理部主 計課司計ー係長 " II II 

工学 部
会

計 係長 森 慶 二 経 理部経 理課用度係長 II II II 

厚 生 課 保 健 係 長 奥 村 行 夫 厚 生係長 II II II 

学 生 課学 生会館 係長 宮 越 一 男 厚 生課保健 係長 II II II 

附 属図 書館総務 係長 結 城 進 工学部会計係長 II II II 

厚 生 課厚 生 係 長 田 中 昇 附 属図書館 総務係長 II II II 

（
文
薬

部 事
学

務 官
部） 五十嵐 靖 夫 和漢薬研究 所 " II II 

II 
岡 山 一 雄 II II II II II 

昔会富山晶計工君謀業轟 高
総等務軒専門 係

学長
長

校
中 回 昭 嘩 学 生会館 係長に転任させる II II 

渡 辺 国 男 教育学部 附 属学 校係長II II II 

II 
松 下 甚 清 和漢薬研究 所庶 務 係長II

庶 務 課 庶 務 係長
II II 

教養部庶務係庶務主任 野 尻 j章喜夫 富
さ
山商船品等専 門学校学生 課教務 係長に昇任

せる 49. 6 7 専富山門商学船校高長等

文理学部会計係会計主任 式IJ 賀 春 樹 ／／ 会計課出納係長 If II II 

（
教並品 究施

授
設 ） 大 浦 彦 吉 薬学部 附 属和 漢薬研究 施設長の併任 は終了し 49. 6 8 文 部 大臣た。

（
文

経 理
部

部
事

経
務

理
官

課） キ本 征 紀 文 理学部 会計係会計主 任に昇任 させる 49. 6 .  1 0  富山大 学長
II 

村 淳 巌 教 養部 庶 務 係庶務主 任（釣 巷 膏I)) II II II 

II 
高 邑 英 市 経 理部経 理課に 配置換する II II II 

II 
高 森 言是； 厚 生課（教 育 Aー←ιー 書I)) II II II 

文 部 技
吉

官
I)) 谷 口 之武男 文部事務 官（教育学部 ） II II （工 持寸＝

文 部 事
生

務 官
（厚 課） 黒 田 芳 雄 経済学部 II II II 

II 
横 山 正 弘 教 養部 II II II II 

II 金 沢 不二夫（ 経 済 学

部

部
官

） II II II II 

（
文

経 営
部
短

事
期 大

務
学 ） 宮 原 進 厚 生課に 転任き せる 49. 6 . 10 富山大学 長

富 田 清 志 文部事務官 （経営短期大学部 ）に 採用 する 49 .. 6 .  1 0  富短期山対大持学昨儲長

教 育 学 部庶 務 係長 伊 東興三次 休 職の期 間を昭 和49年 11 月 26 日 まで更新 する 49 6 1 2  富山大学 長

竹 森 唯 夫 技能補佐員（経理部経理課自動車運転手）に採用すミ 49. 6 .  13 富山大学長

教育学部附属中学校教諭 清 国 敬 子 臨時的任用 を更新 する 49. 6 .  26 富山大学 長任期 は昭 和49年 8月 2日まで ）
文 部 事

部
務 官

（ 文 理学 作業員 ） 高 井 保 雄 辞職を承認する 49. 6 3 0  富山大学 長

（
事

附
務

属
補
図

佐
書 館

員
） )]:j 回 5L II II II 

吉 岡 泰 博 事務補佐員 （附属図書館 ） に 採用 する 49. 7. 1 富山大学 長

経営短期大学 部講師 菊 川 貞 己 経営短期大学部 助教授 に 昇任き せる 49. 7 1 文 部大臣

14一



昭和49年 6 月 ・ 7月号

助 教 t受
（文 理 戸十以． 部 ）

II 
II 

文 部 事 務 官
部（教 育 学 ） 

文 部 事 務 官
（薬 学 部 作 業員）

［
事

f1f務
務

部
補

f1f
佐

務 課
員） 

毛 利 勉

小 黒 千 足

八 島 百合子

田 近 俊 之

石 黒 千佳子

学 内 諸 報

学

和漢薬研究所初代所長の選出

報

教授 （ 文理学部） に昇任させる 49. 7 . 16 

II II II II 

名古屋工 業大学に転任させる 49. 7 16 
国家

す
公務 員法第79条 第l 項の規定により休職

ド 休
る 4\J. 7 23 

職の期間 49. 7. 23～49. 10. 22) 
辞職 を承認す る 49 7 . 31 

員を併任した。
担当部門 は， 臨床利用であ る。

学 位 取 得 者

工 学部 助教授 根井仁三郎
工 学 博士 （大阪大学）
昭和49年 5 月 23日

第156号

文 部 大臣

II 

名古庫業た援

富山大学 長

富 山大学 長

国立学校設置法の一部 を改正す る法律 （ 昭和49年 6 月 7
日法律 第81号）に よ り富山大学に 和漢薬研究所 が附置され

た。 これに伴い薬学部附属和漢薬研究施設 は， 廃止される
ことに なっfこ。

取 得 者
取得 学 位
取得年 月 日
学 位 論 文 ブェノール類の微生 物による 分解に 関す る

研究

工 学部 助教授 風巻 恒司
工 学 博士 （ 名古屋大学）
昭和49年 6 月 28日

昭和49年 6月28 日 に開催された 第 4 回評議会に おいて和
漢薬研究所 長選考規則が制定され， これ に伴う初代 研究所
長候補者 を選考す る 教授会 は 7 月 5日に 開催され， 選挙に
よ り大浦彦吉教授 を選出， 8 月 1日付け で 発令された。

取 得 者
取 得 学 位
取得年 月 日
学 位 論 文 固体接触面聞における 流体漏れに関する 研

大浦教授 は， 本年48歳， 富山市水橋町出身。 富山薬専 を
経て京都大学 医 学部薬学科 を昭和24年 に卒 業， 同年 4 月 富
山大学助 手（薬学部 ）， 同36王子4 月助教授 ， 同39年 5 月教
授 と なり今日に至っている。

この間， 昭和34年 3 月 に京都大学 か ら 薬学 博士の学位 を
受け， 同37年 12月 か ら 同39年 6 月 まで 学 術 研究のためアメ
リ カ 合衆国に出張した。

勾今τ71... 

学内レクリエーション

砂バレーボール大会

実施月 日 6 月 8 日 （ 土）
場 所 体育館

入 賞 優勝 薬学部 チ ー ム
次勝 文 理 ・ 教養チームまた， 昭和45年 4月か ら 同45年 6 月 ま で薬学部附属和漢

薬研究施設 長を3 期， 同47年 4 月 か ら 同49年 6 月 ま で評議 三位 本部 チ ー ム， 経済 ・ 図書 ・ 短大 チ ー ム

海外渡航者

氏 名 所 属 官 職 渡航の種類 渡 航 先 国 目 自ワ 期 問

川 井清保 文 理学部 教 授 外 国 出張 サンパウ ロ 大学に おいて 分子振動 に
49. 6 .1 1 

ブ‘ ラ ジ lレ
関 す る 共 同研究 を行うため 49. 9 .17 

市村昭二 工 学 部 教 授 海 外 研修旅行 i口� j考 台北 医 学院とク ロ レ ラ の薬理作用 に 49. 6 . 25 
関 す る 共同研究のため 49. 6 .3 0 

岡本 日月 文理学部 助教授 海外 研修旅行 フランス， イタリア フ ラ ン ス革命前史に 関 す る 研究 並び 49. 7 5 
に資料収集 のため 49. 9 .  7 

加川幸雄 工 学 部 教 授 海 外 研修旅行 連 合 王 国 国際音響 学会出席及 び研究 発表 49. 7 . 1 5  
ウェルス大学に おける 調査研究 49. 9 .17 

- 15 --
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市 村 昭 二 工 学 部 教 授 海外 研修旅行 」ロJ、 湾 台北医学院 と ク ロ レ ラ の 薬理作用に 49. 7 . 20 
関 す る 共同研究のため 49. 7 . 31  

稲 垣 実 教育学部 教 諭
受家庭講滞在， 教育実習， 英語集 中 講座 49. 7 . 22 

海外 研修旅行 アメ リ カ 合衆国 な ど に よ り 自 己の英語力 向 上 を

等は かに 対
る

すと ると 識も
に
見アを高メ めリ カる 社会， 文化 49. 9 . 25 

篠 原 恵 子 教育学部 助教授 海 外 研修旅行
共
オ
ガ

和
フ
リ

国ー
ン ，

，

ダ
，
オ
ス ーイ

ド イス
ス，
ツ
ト

連ハリ 邦アン ， ヨ ー ロ ッ パ各国 に お け る 幼児教育事 49 . 7 . 22 

連
イ 合タ 王

リ 国
ア ．． デフ ラン マン 又 ，ク 情の視察 49 . 8 12 

嶋作 恭 子 教育学部 教 諭 海外 研修旅行
ス ウ ェ ー テ“ ン， フ フ 現 代 ス ウェ ー テ ン 体操講習会参加及 49. 7 . 23 
ン ス ，

邦
ス イ ス， ド イ

ツ連 共和国 び ヨ ー ロ ッ パ各国の体育施設等視察 49. 8 9 

昭和49年度科学研究費補助金交付内定者

0 一 般 研 究 B

氏 名 所属部局 ・ 職 補助 金額 石汗 η7E 課 題
千円）

竹 内 豊 三 郎 文 理学部 ・ 教 授 4 ,  1 50 2 元合金蒸着膜による 触媒作用の研究

木 村 正 康 薬 学 部 ・ 教 授 神経筋組織培養標本 を 用いた コ リ ン作動性薬物の 作用機序

0 一 般 研 究 C

後 藤 克 己 文 理学部 ・ 教 授 1 ,  100 無機イ オ ン の重合状態別定量 に 関 す る 研究

小 黒 千 足 文 理学部 ・ 助教授 1 , 000 月� 虫類 ・ 両 生 類の 血清Ca ホメ オ ス タ シ ス の解明 ， 特 に 系統生態 と
の関連

山 崎 高 閣 薬 学 部 ・ 教 授 1 , 240 Diazastero ids の合成研究

0 一 般 研 究 D

長 沼 忠 兵 寵 教育学部 ・ 助教授 240 西洋に お け る 近代社会の思想史的研究

松 本 賢 一 文 理学部 ・ 教 授 300 ハ ド ロ ン の構成子の拡 がリ と ス ケー リ ン グ則の破れ及 びハ ト ロ ン 構
造の ゲー ジ ・ グルオ ン 理論

川 井 清 保 文理学部 ・ 教 授 300 遷移金属 イ オ ン の不対電子 がσ 結合 に 関 す る 化合物の 振動 ス ペ ク ト
ト lレ

鈴 木 米 三 文 浬学部 ・ 助教授 300 植物の ポ リ ア ミ ン 酸化酵素の精製 と そ の性質

0 奨 励 研 究 A

香 川 孝 三 経済学部 ・ 講 師 2 10 イ ン ド の労使関係法

演 本 伸 j台 文 理学部 ・ 助 手 2 10 素粒子の 超光速構成子模型

森 克 徳 文 理学部 ・ 助 手 300 気相成 長 によ る 鉄ホ イ ス カ 一 成 長機構の研究

本オ来ミ之 佳 洋 薬 学 部 ・ 助 手 300 ノ ズル分子線によ る 分子会合の研究

金 坂 車責 文 理学部 ・ 助教授 300 低温吸着物引の振動 ス ペ ク ト ル

尾 島 十 郎 文 理学部 ・ 助教授 300 芳香核 を含む大環状共役化合物の 合成

16 一
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時 沢 貝 工 学 部 ・ 助教授 300 高速圧延に お け る 加工材料の仕上国 あ ら き の 生成過経

宮 下 尚 工 学 部 ・ 助教授 300 気i包混入 に よ る 高 プラ ン ト ル数流体の 熱 （ 物質 ） 伝達

山 口 信 吉 工 学 部 ・ 助 手 300 米の乾燥 に 関 す る 研究

0 自 然災害特別研究（1 )  

中 川 正 之 ｜ 文理学部 ・ 教 授 ｜ i . soo I 黒部峡谷の新雪な だれの研究

0 特 定 研 究 （2)

小 林 信 之 ｜ 工 学 部 ・ 助教授 ｜ 1 , 660 I 引上法に お け る メ IV ト 中 の 流れ 及 び温度分布の理論的 ・ 実験的研究

0 総 合 研 究 仇）

河 野 昭 一 ｜ 教 養 部 教 授 ｜ i .  700 I ュ リ 科植物の 細胞分類学並ぴに 成分分類学的研究

o 試 験 研 究 （2)

室 町 繁 雄 ｜ 工 学 部 ・ 教 授 ｜ 1 , 300 I Al 一Mg 2 Si 素合金 （6063 ） の押出 し’性改善に関す る 研究

吉 井 英 一 ｜ 薬 学 部 ・ 教 授 ｜ 1 , 700 I 強心性 ス テ ロ イ ド の 合成
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く住居表示変更〉
事 務 局

文部事務官 山下 彰三

II 小林 武

II 蓮覚寺外茂雄

工 学 部

教 授 宮尾 嘉寿

経営短期大学部

講 師 菊 川 貞 己

主 要 日 誌

l竺 部

学

6 月 1 日 北陸三県芸術交歓祭運営委員会 （ 於 福井大学）
3 日 第 4 回富山市 「国立富山 医科大学設置」 期成同

盟会総会 （ 於 富山市役所）
6 日 授業料減免選考委員会

第 2 回補導協議会
7 日 第 l 回認定講習委員 会

北陸＝ 県学生部懇話会 （ 於 富 山大学）
8 日 昭和49年度部局対抗バ レ ー ボー ル大会
9 日 北陸三県大学学生 自動車部 リ ー ダー講習会
1 0 日 無医大県の実地調査 （ 文部省 ）
1 2～ 13 日 昭和49年度留学生交流研究協議会 （於 愛

媛農協会館 ）
13 日 第16回薬学系国立大学事務局長会議 （ 於 熊本

大学）
1 5 日 公務員宿舎委員 会
18～19 日 国大協第54回総会 （ 於 九段会館 ）
19 日 茶木水死事故控訴審第 1 回公判 （ 於 名 高裁金沢

沢支部）
20 日 国立大学長会議 （ 於 国立教育会館 ）

20 日 学園二 ユ ー ス 編集委員会
21 日 国大協第21 団事務迷絡会議 （ 於 九段会館 ）

第14回国立短期大学協議会総会 （ 於 虎 ノ 門共
済会館 ）

22 日 大学教務関係説明， 協議会 （ 於 神戸大学 ）
24 日 ア イ ソ 卜 ー プ運営委員 会

報 第156 号

25 日 施設整備委員会
26 日 レ ク リ エ ー シ ョ ン委員会

会計係長会議
27 日 昭和49年度第 1 回 入学試験管理委員 会

第 3 回補導協議会
28 日 第 l 回大学院委員会

第 4 回評議会
7 月 4 日 学園 ニ ュ ー ス 編集委員会

6 日 本部親和会 レ ク リ エ ー シ ョ ン （ 於 老 人保養セ
ン タ ー 「越中」 ）

15 日 薬学部山岳同好会の学生 5 名 が朝 日 岳 で遭難
( 1 7 日 午前， 無事下 山 ）

16 日 単位互換制度専門委員 会
19 日 入学者選抜方法研究委員 会
23 日 第 2 回 入学試験管理委員 会

第 5 囲評議会
26 日 臨時評議会
31 B 臨時評議会

事務協議会
文部省共済組合北陸地区 ボ ウ リ ン グ大会 （ 於

エ パ ラ 金沢ボ ウ ル ）

｜ 文 理 学 部 ｜
6 月 4 日

5 日
8 日
1 4 日
21 日
26 日

文部省会計実地監査
人事教授会
選考委員 会 （ 形態学）
選考委員会 （ 国 史学）
定期健康診断 （ 内 診）
教授会
人事教授会
学部補導委員 会

7 月 2 日 選考委員会 （ 分析化学）
3 日 文学科教官懇話会
10 目 立山研究室運営委員会
13 日 文学科， 理学科 4 年次学生 （47年10月専門課程彩

行者 ） ， 文学専攻科， 理学専攻科学生各前学期授業
13週終了

15 日 理学科 3 年次学生前学期授業1 1週終了
17 日 教授会

人事教授会
20 日 理学科 4 年次学生 （48年 2 月 専門課程移行者） 前

学期授業 8 週終了
文理学部同窓会理事会

22 日 立 山研究室開設

- 18 -
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29 日 教授会 （ 緊急 ）
人事教授会

｜ 教 育 学 部 ｜
6 月 5 日 文部省会計実地監査

7 日 紀要編集委員会
12 日 附属幼稚園研究協議会
13 日 定期健康診断
14 日 附属 中学校研究協議会
17 日 補導委員会

紀要編集委員会
18 日 特別教職課程委員会
19 日 教務委員会

教授会
22 日 附属学園合同運動会

7 月 3 日 予 算委員 会
10 日 教務委員 会

予 算委員 会
17 日 教授会
18 日 附属幼稚園修業式
20 日 学部学生授業終了

附属中学校修業式
23 日 附属小学校修業式
24 日 附属中学校北陸 3 県附中交歓会
26 日 教務委員会
31 日 教授会 （ 緊急）

｜経 済 学 部 1

学 報

（ 於 経済学部）
13 日 3 年次学生前学期授業12週終了
1 5 日 3 年次学生夏季休業
16 日 第 1 回財務委員会
17 日 第 8 回教授会
20 日 4 年次学生前学期授業 6 週終了
22 日 4 年次学生夏季休業

6 月 1 日 拡大カ リ キ ュ ラ ム 委員会
3 日 学部図書委員 会
5 日 文部省会計実地監査
6 日 教授会

人事教授会
7 日 カ リ キ ュ ラ ム 委員 会
12 日 補導委員会

教授会
研究科委員 会

1 7 日 研究科小委員会
薬草園運営委員 会

第156号

18 日 共同利用研究施設装置管理運営委員 会
19 日 研究科委員会
21 日 教務委員会
29 日 薬学会北陸支部第38回例会

7 月 1 日 予 算委員会
3 日 教授会
8 日 教務委員会
9 日 学部ア イ ソ 卜 ー プ委員会

拡大カ リ キ ュ ラ ム 委員会
15 日 研究科委員 会

6 月 3 日 第 l 図商 品研究室施設委員会 ｜ 教務委員会

第 3 回学部施設整備委員会
5 日 文部省会計実地監査
10 日 就職斡旋事務開始
10～ 1 1 日 昭和49年度国立10大学経済及ひ、経営学部長

事務長会議 （於 小樽商科大学）
19 日 第10回教務委員 会

第 7 回教授会
22 日 研究報告会
25 日 第 3 回学部補導委員 会
26 日 第 2 回学部図書委員 会

7 月 3 日 日 本海経済研究所運営委員会
12 日 第1 1 回教務委員会
12～14 日 第 1 1回北信越地区学生経済ゼ ミ ナ ー ル大会

19 日 研究科委員 懇談会
20 日 共 同利用研究施設装置管理運営委員 会

教務委員会
22 日 教授会
25 日 予算委員 会

教授会
26 日 教授会
29 日 富山 医科薬科大学杉谷地区用地見分

｜ 工 学 部 l
6 月 5 日 X 線間接撮景3
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研究科委員 会
6 日 文部 省会計実地監査

7 月 3 日 一般教授会

専任教授会
研究科委員 会

16～ 8 月 31 日 学生 夏季休業
16 日 学部 レ ク リ エ ー シ ョ ン 委 員 会
22 日 学科主任会議
24 日 専任教授会

養

6 月 1 1 日 歓送迎会
12 日 親和会総会

教授会
18 日 防火査察
26 日 定期健康診断

紀要委 員 会
教授会

7 月 3 日 補導委員 会
4 日 教養部図書委 員 会
10 日 予算委 員 会
17 日 教授会

教務委 員 会
24 日 教養部授業終了 （ 49年度前学期分前半 ）
31 日 緊急教授会

｜ 和 漢薬研 究 所 ｜
6 月 1 1 日 衆議院議員 河野洋平氏来所

12 日 定期健康診断
14 日 研究所開所記念撮影並 び に 懇話会
18 日 共通機器委 員 会

防火査察
21 日 教官連絡会議

共通機器委員 会
7 月 5 日 第 1 回 教授会 （ 所長候補者選挙 ）

8 日 設備更新充実費 （ 創 設設備費 ） 使用 計画打合せ
b. zエ

1 1 日 設備更新充実費 （ 創 設設備費 ） 使用 計画打合せ
ム
五

15 日 予算配分会議

19 日 薬学研究科委員 懇談会

報 第156 号

22 日 薬学部 ・ 研究所合同教授会
23 日 教官連絡会議
25 日 薬学部 ・ 研究所合同教授会
26 日 薬学部 ・ 研究所合同教授会

｜ 附 属 図 書 館 ｜
6 月 4 日 文部省 会計実地監査

6 ～ 7 日 国立大学図書館協議会総会 （ 於 札幌年金

会館 ）
18 日 防火査察

事務打合せ会
7 月 23 日 事務打合せ会

26 日 商議会

｜経営短期大学部 ｜
6 月 1 1 臼 教授会 （ 第 4 回 ）

21 日 第 1 4 回 国立短期大学協議会総会 （ 於 虎 ノ 門共
済 会館 ）

25 日 教授会 （ 第 5 回 ）
7 月 12 日 入試問題作成 委 員 会

20 日 前学期授業第14週終了
20-21 日 昭和49年度厚生補導特別企画学生研修会

（於 金沢工業大学穴水湾 自 然学苑 ）
21 日 夏季休業
23 日 教授会 （ 第 6 回 ）

編 集 富 山 大 学 庶 務 部 庶 務 課
富 山 市五福 3 1 9 0 

印刷所 第 一 共 同 印 刷 株 式 会 社
富 山市太郎丸1220- 2 
電話＠ o i g 6 （ 代 ）
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